
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

● 本校では、人権月間である１１月に、第４学年で４種類の福祉体 

験学習を行う。その体験は、①車いす体験学習、②点字体験学習、 

③手話講座、④認知症サポーター講座である。①～③は、神川町社 

会福祉協議会から、④は、神川町地域包括支援センター（町の福祉 

部局）から講師をお招きし、指導をしていただく。 

● ゲーム性を取り入れて車いす体験してみたり、「パプリカ」を手 

話で表現してみたり、趣向を凝らした学習をしていただけるので、

児童も主体的に学習に取り組んでいる。 

● 第４学年では、社会科で地域の生活や産業などについて学んで 

いる。地域に目を向けている学年で、福祉体験を行うことは、地域 

の社会福祉にも関心を持ちやすく教科横断的なカリキュラムマネ

ジメントとして、効果を上げている。 

令和２年度埼玉の子ども 70 万人体験活動 

福祉体験 

第４学年 

● 車いす体験では、乗り方や押し方を学び、間違ってしまったとき 

はやさしく教えてくれたので、間違えずにできた。点字体験では、

点字の打ち方、読み方を教えてくれた。ゆっくり教えてくれたので、

とても分かりやすかった。 


